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福井市違反広告物等是正要領 
 

第１ 趣旨 

この要領は、屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号。以下「法」という。）及び福井市

屋外広告物条例（平成３０年福井市条例第７８号。以下「条例」という。）の規定に違反する

屋外広告物及び屋外広告物を掲出する物件（以下「違反広告物等」という。）の是正事務（以

下「是正事務」という。） に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

第２ 用語の意義 

この要領で使用する用語の意義は、この要領で定めるもののほか、法、条例及び福井市屋外

広告物条例施行規則（平成３１年福井市規則第３２号。以下「規則」という。）において使用

する用語の例による。 

 

第３ 違反広告物等 

この要領における違反広告物等とは、次に掲げるものをいう。 

１ 条例第３条（禁止地域等）の規定に違反して表示され、又は設置されている広告物等 

２ 条例第４条（禁止物件等）の規定に違反して表示され、又は設置されている広告物等 

３ 条例第５条（許可地域等）の規定による許可を受けずに表示され、又は設置されている広告

物等 

４ 条例第１０条（禁止広告物）の規定に違反して表示され、又は設置されている広告物等 

５ 条例第１２条（許可等の期間等）に規定する許可等に付された条件に違反して表示され、又

は設置されている広告物等 

６ 条例第１３条（変更等の許可等）の規定による許可を受けずに変更され、又は改造された広

告物等 

７ 条例第１８条（管理義務）の規定に違反して表示され、又は設置されている広告物等 

８ 条例第１９条（除却義務）第１項の規定に違反して表示され、又は設置されている広告物等 

９ 虚偽の申請その他不正の手段により許可等を受けた広告物等 

 

第４ 貼り紙、貼り札、立看板及びのぼりの取扱い 

１ 違反広告物等のうち貼り紙、貼り札、立看板及びのぼりについては、法第７条第４項の規定

に基づく除却（以下「簡易除却」という。）により対応するものとする。 

２ 簡易除却の委任に関し必要な事項は、別に定める。 

 

第５ 調査 

１ 是正事務を担当する職員（以下「担当職員」という。）は、管内のパトロールにより法及び
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条例の規定に違反している疑いのある広告物等を発見したとき又はこれらに関する市民からの

通報を受けたときは、速やかに必要な調査を行い、法及び条例の規定に違反している事実及び

第６に規定する是正指導等の相手方を確認するものとする。 

２ 調査は、調査時の現況を写真及び書面で記録するものとする。写真の撮影に当たっては、撮

影年月日を判読できるようにしておくものとする。 

３ 担当職員は、調査に当たっては、条例第２１条第２項の規定に基づきその身分を示す証明書

を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

４ 住居の敷地等民有地に立ち入る場合には、あらかじめその居住者等の承諾を得ておかなけれ

ばならない。承諾が得られないときは、広告物等の倒壊等により公衆に対するさし迫った危害

が予想される場合を除き、立ち入らないものとする。 

５ 表示内容、設置場所等から調査してもなお当該違反広告物等を表示し、若しくは設置し、又

は管理する者を確知できないときは、法第７条第２項の規定に基づく除却（以下「略式代執

行」という。）により対応するものとする。略式代執行については、第１４の規定による。 

 

第６ 是正指導等の相手方 

この要領に基づく是正指導、措置命令、除却命令等は、原則として、当該違反広告物等につい

て最終的な責任を有すると認められる者を第一義的な相手方とする。したがって、通常は広告主

が第一義的な相手方となるが、調査の結果、屋外広告業者等広告主以外の者が、表示（設置）・

維持管理・除却等の業務を広告主から請け負い、当該違反広告物等について最終的な責任を有す

ると認められたときは、この限りでない。 

 

第７ 関係機関との協議 

違反広告物等が他法令に抵触すると認められるときは、関係機関又は関係所属に連絡し、当該

機関又は所属と協議するものとする。 

 

第８ 是正指導 

違反広告物等の是正については、次のとおり指導するものとする。 

１ 是正の緊急性が認められる違反広告物等の是正の指導 

条例第１０条（禁止広告物）第２号又は第３号の規定に違反して表示され、又は設置されて

いる違反広告物等で、倒壊等による公衆に対する差し迫った危害が予想される等その性質上是

正の緊急性が認められるものについては、次のとおり指導するものとする。 

（１）発見次第、違反広告物等に表示された連絡先等に電話又は訪問し、当該違反広告物等を表

示し、若しくは設置し、又は管理する者に対して速やかに必要な措置を行うよう指導する。 

（２）（１）の指導を行っても必要な措置がとられないときは、原則として条例第２２条第１項

の規定に基づく措置命令を行う。措置命令については、第９の規定による。 
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２ 無許可で表示され、又は設置されている違反広告物等の是正の指導 

（１）現状のままで許可することができる見込みがあるもの 

許可基準に適合しており、許可申請があれば現状のままで許可することができると見込ま

れるが、無許可で表示され、又は設置されている違反広告物等については、次のとおり指導

するものとする。 

① 違反広告物等に表示された連絡先等に電話又は訪問し、当該違反広告物等を表示し若し

くは設置し、又は管理する者に対して許可申請を行うよう口頭で指導するとともに、申請

指導文書（様式第 1 号）等を送達することになった場合の当該送達を受けるべき者の住所

等を確認する。 

② 口頭で指導を行った日から２週間程度を経過しても許可申請がないときは、申請指導文

書及び屋外広告物等表示（設置）許可申請書（規則様式第１号）を郵送又は直接交付によ

り送達する。申請指導文書中の許可申請書提出期限は、発送又は直接交付の日から２週間

程度経過した日とする。 

③ ②の許可申請書提出期限までに許可申請がないときは、申請再指導文書（様式第２号）

を郵送又は直接交付により送達する。申請再指導文書中の許可申請書提出期限は、発送又

は直接交付の日から２週間程度経過した日とする。 

④ ③の許可申請書提出期限までに許可申請がないときまたは当該違反広告物等を除却しな

いときは、原則として条例第２２条第２項の規定に基づく除却命令を行う。除却命令につ

いては、第９の規定による。 

（２）現状のままでは許可することができる見込みがないもの 

許可基準に適合していないことなどにより、現状のままでは許可申請があっても許可する

ことができないと見込まれる違反広告物等については、次のとおり指導するものとする。た

だし、条例第１０条（禁止広告物）の規定に違反して表示され、又は設置されているものに

ついては、（３）により指導するものとする。 

① 違反広告物等に表示された連絡先等に電話又は訪問し、当該違反広告物等を表示し、若

しくは設置し、又は管理する者に対して当該違反広告物等の是正の実施、是正計画書（様

式第４号）の提出等を行うよう口頭で指導するとともに、是正指導文書（様式第３号）等

を送付することとなった場合の当該送達を受けるべき者の住所等を確認する。是正期限は、

是正計画書の提出日から最長で３か月以内とする。 

② 口頭で指導を行った日から２週間程度を経過しても是正の実施が行われず、かつ、是正

計画書の提出がないときは、是正指導文書及び是正計画書を郵送又は直接交付により送達

する。是正指導文書中の是正計画書提出期限は、発送又は直接交付の日から２週間程度経

過した日とし、是正期限は、是正計画書の提出日から最長で３か月以内とする。 

③ ②の提出期限までに是正計画書の提出がないときは、是正再指導文書（様式第５号）を

郵送又は直接交付により送達する。是正再指導文書中の是正計画書提出期限は、発送又は



4 

直接交付の日から２週間程度経過した日とし、是正期限は、是正計画書の提出日から最長

で３か月以内とする。 

④ 是正計画書が提出されたときは、次により取り扱う。 

ア 計画の内容を審査し、必要な補正を指導する。 

イ 是正期限までの間、適宜進ちょく状況を確認する。 

ウ 是正期限までに是正がされない場合は、⑥により取り扱う。 

⑤ 違反広告物等の是正措置が完了したときは、是正（除却）完了報告書（様式第６号）の

提出を求める。また、新たに許可申請を必要とする場合は、２週間程度の申請期限を設定

し、屋外広告物等表示（設置）許可申請書（規則様式第１号）を送付する。 

⑥ ③の提出期限までに是正計画書の提出がないとき又は是正期限までに是正がされないと

きは、原則として条例第２２条第２項の規定に基づく除却命令を行う。除却命令について

は、第９の規定による。 

（３）条例第１０条（禁止広告物）の規定に違反しているため、現状のままでは許可することが

できる見込みがないもの 

① 当該違反広告物等を表示し、若しくは設置し、又は管理する者に対し、（２）①～⑤に

準じて是正指導を行う。 

② ①の是正指導を行っても必要な措置がとられないときは、原則として条例第２２条第１

項の規定に基づく措置命令を行う。措置命令については、第９の規定による。 

③ ②の措置命令を行ってから２週間程度を経過しても必要な措置がとられないときは、原

則として条例第２２条第２項の規定に基づく除却命令を行う。除却命令については、第９

の規定による。 

３ 許可を受けて表示され、又は設置されている違反広告物等の是正の指導 

（１）条例第１０条（禁止広告物）の規定に違反して表示され、若しくは設置されている違反広

告物等又は条例第１８条（管理義務）の規定に違反して表示され、若しくは設置されている

違反広告物等の是正の指導 

① 当該違反広告物等の広告物表示管理者等に対し、２の（２）①～⑤に準じて是正指導を

行う。 

② ①の是正指導を行っても必要な措置がされないときは、原則として条例第２２条第１項

の規定に基づく措置命令を行う。措置命令については、第９の規定による。 

③ ②の措置命令を行ってから２週間程度を経過しても必要な措置がされないときは、原則

として、条例第２０条の規定に基づく許可の取消しを行うとともに、条例第２２条第２項

の規定に基づく除却命令を行う。許可の取消しについては第１０の規定により、除却命令

については第９の規定による。 

（２）条例第１２条（許可等の期間等）に規定する許可に付された条件に違反して表示され、若

しくは設置されている違反広告物等又は条例第１３条（変更等の許可等）の規定による許可
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を受けずに変更され、若しくは改造された違反広告物等の是正の指導 

① 当該違反広告物等について許可を受けた者に対し、２の（２）①～⑤に準じて是正指導

を行う。ただし、条例第１３条（変更等の許可等）の規定による許可を受けずに変更され、

若しくは改造された広告物等で、現状のままで変更（改造）許可することができる見込み

があるものについては、２の（１）①～③に準じて是正指導を行うものとする。 

② ①の是正指導を行っても、期限までに是正計画書の提出がないとき又は変更（改造）許

可申請がないときは、原則として、条例第２０条の規定に基づく許可の取消しを行う。許

可の取消しについては、第１０の規定による。 

  ③ ②の許可の取消しを行っても、当該違反広告物等を直ちに除却しないときは、遅滞なく、

条例第２２条第２項の規定に基づく除却命令を行う。除却命令については、第９の規定に

よる。 

（３）虚偽の申請その他不正の手段により許可等を受けて表示され、又は設置されている違反広

告物等の是正の指導 

① 当該違反広告物等について許可を受けた者に対し、原則として、条例第２０条の規定に

基づく許可の取消しを行う。許可の取消しについては、第１０の規定による。 

  ② ①の許可の取消しを行っても、当該違反広告物等を直ちに除却しないときは、遅滞なく、

条例第２２条第２項の規定に基づく除却命令を行う。除却命令については、第９の規定に

よる。 

 

第９ 措置命令又は除却命令 

第８で行う措置命令又は除却命令（以下「措置命令等」という。）については、次のとおり行

うものとする。 

１ 措置命令書（様式第７号）又は除却命令書（様式第８号）を配達証明郵便で送付して行う。 

２ 措置又は除却を完了する期限は、発送の日から２週間程度経過した日とする。 

３ 措置命令等を行った時点（命令書の日付と同日）における現場の状況を記録するため、写真

の撮影を行い、後日の証拠として保存する。 

４ 措置命令等により違反広告物等の是正措置又は除却が完了したときは、是正（除却）完了報

告書（様式第６号）の提出を求める。また、新たに許可申請を必要とする場合は、２週間程度

の申請期限を設定し、屋外広告物等表示（設置）許可申請書（規則様式第１号）を送付する。 

 

第１０ 許可の取消し 

第８で行う許可の取消しについては、福井市行政手続条例（平成８年福井市条例第２２号）に

基づき聴聞を行ったうえで、次のとおり行うものとする。 

１ 許可取消通知書（様式第９号）を配達証明郵便で送付して行う。 

２ 許可の取消しを行った時点（取消通知書の日付と同日）における現場の状況を記録するため、
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写真の撮影を行い、後日の証拠として保存する。 

 

第１１ 刑事告発 

第９の規定による措置命令等を行った場合において、命令書発送の日から２か月を経過しても

措置又は除却がされないときは、原則として所轄警察署長に刑事告発を協議するものとする。 

 

第１２ 行政代執行 

第１１の規定による刑事告発を行ったとき、又は他のいかなる手段によっても違反広告物等の

是正が困難で、かつ放置することが公衆への危害を防止するために急を要する場合には、関係機

関と協議の上、法第７条第３項に基づく行政代執行法（昭和２３年法律第４３号）に基づく手続

きを行うものとする。 

 

第１３ 略式代執行 

略式代執行については、次のとおり行うものとする。 

１ 条例第２２条第３項に基づく公告を行う。なお、調査の状況報告書については、当該違反広

告物等を表示し、若しくは設置し、又は管理する者を過失なくして確知することができないこ

とを立証するための資料となることを踏まえ、適切に作成し、保管するものとする。 

２ 公告に定めた除却すべき期限が到来し、かつ、当該違反広告物等を表示し、若しくは設置し、

又は管理する者が判明しなかった場合に、当該違反広告物等について略式代執行を行い、保管

する。 

 

   附 則 

この要領は、平成２２年１月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 



7 

様式第１号 

監  第     号 

  年  月  日 

 

 （屋外広告物表示／設置／管理者）  

                  様 

                                 福 井 市 長    印 

 

 

屋外広告物の許可申請について（勧告） 

 

 あなた（貴社）が表示、設置又は管理している下記の屋外広告物は、福井市屋外広告物条例（平成

３０年福井市条例第７８号）第５条（第９条第３項）の規定に基づく許可を受けずに表示（設置）さ

れています。 

 つきましては、指定する期限までに別紙様式により許可申請してください。 

 

記 

 

１ 屋外広告物の内容 

（１）設置場所 

（２）表示内容 

（３）種類、構造等 

 

２ 許可申請書提出期限      年  月  日 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

福井市監理課 

ＴＥＬ ０７７６－２０－５５５５ 
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様式第２号 

監  第     号 

  年  月  日 

 

 （屋外広告物表示／設置／管理者）  

                  様 

                                 福 井 市 長    印 

 

 

 

屋外広告物の許可申請について（再勧告） 

 

 あなた（貴社）が表示、設置又は管理している下記の屋外広告物は、福井市屋外広告物条例（平成

３０年福井市条例第７８号）第５条（第９条第３項）の規定に基づく許可を受けずに表示（設置）さ

れているため、    年  月  日付け  第   号で    年  月  日までに許可申

請するよう要請したところですが、いまだに許可申請がありません。 

つきましては、当該屋外広告物について、指定する期限までに許可申請されるよう再度勧告します。 

なお、この再勧告に応じないときは、同条例第２２条第２項の規定に基づき除却を命じることとな

りますので申し添えます。 

 

記 

 

１ 屋外広告物の内容 

（１）設置場所 

（２）表示内容 

（３）種類、構造等 

 

２ 許可申請書提出期限      年  月  日 

 

 

お問い合わせ先 

福井市監理課 

ＴＥＬ ０７７６－２０－５５５５ 
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様式第３号 

監  第     号 

  年  月  日 

 

 （屋外広告物表示／設置／管理者）  

                  様 

                                 福 井 市 長    印 

 

 

屋外広告物の是正について（勧告） 

 

 あなた（貴社）が表示、設置又は管理している下記の屋外広告物は、福井市屋外広告物条例（平成

３０年福井市条例第７８号）の規定に違反していますので、是正していただく必要があります。 

つきましては、当該屋外広告物の是正方法について検討の上、指定する期限までに別紙様式により

是正計画書を提出してください。 

 

記 

 

１ 屋外広告物の内容 

（１）設置場所 

（２）表示内容 

（３）種類、構造等 

 

２ 違反条項  福井市屋外広告物条例第  条第  項 

 

３ 是正計画書提出期限      年  月  日 

 

４ 是正期限  是正計画書の提出日から  日（か月）以内 

 

お問い合わせ先 

福井市監理課 

ＴＥＬ ０７７６－２０－５５５５ 
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様式第４号 

 

是   正   計   画   書 

 

  年  月  日 

 

福 井 市 長 あて 

 

                     住 所 

                     氏 名                 印 

ＴＥＬ 

（担当者氏名      ＴＥＬ       ） 

 

     年  月  日付け  第   号で要請のあった屋外広告物の是正について、下記のと

おり計画書を提出します。 

また、是正措置が完了したときは、速やかにその旨を報告します。 

 

記 

 

表示（設置）場所  

表 示 内 容  

種 類 、 構 造 等  

是 正 内 容  除却  改修  移転  その他（              ） 

是 正 時 期      年  月  日までに完了 

実 施 者 名  

その他特記事項  
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様式第５号 

監  第     号 

  年  月  日 

 

 （屋外広告物表示／設置／管理者）  

                  様 

                                 福 井 市 長    印 

 

 

屋外広告物の是正について（再勧告） 

 

 あなた（貴社）が表示、設置又は管理している下記の屋外広告物は、福井市屋外広告物条例（平成

３０年福井市条例第７８号）の規定に違反し、是正していただく必要があるため、    年  月 

日付け  第   号で    年  月  日までに是正するよう勧告したところですが、いまだ

に是正の実施が見込めません。 

つきましては、当該屋外広告物について、指定する期限までに是正計画書を提出するよう再度勧告

します。 

なお、この再勧告に応じないときは、同条例第２２条第２項の規定に基づき除却を命じることとな

りますので申し添えます。 

 

記 

１ 屋外広告物の内容 

（１）設置場所 

（２）表示内容 

（３）種類、構造等 

 

２ 違反条項  福井市屋外広告物条例第  条第  項 

 

３ 是正計画書提出期限      年  月  日 

 

お問い合わせ先 

福井市監理課 

ＴＥＬ ０７７６－２０－５５５５ 
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様式第６号 

 

是 正 （ 除 却 ） 完 了 報 告 書 

 

  年  月  日 

 

福 井 市 長 あて 

 

                     住 所 

                     氏 名                 印 

ＴＥＬ 

（担当者氏名      ＴＥＬ       ） 

 

 下記の屋外広告物について、是正措置（除却）を完了しましたので報告いたします。 

 

記 

 

表示（設置）場所  

表 示 内 容  

種 類 、 構 造 等  

是 正 内 容  

是 正 完 了 日    年  月  日 
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様式第７号 

監  第     号 

  年  月  日 

 

 （屋外広告物表示／設置／管理者）  

                  様 

                                 福 井 市 長    印 

 

措   置   命   令   書 

 

 福井市屋外広告物条例（平成３０年福井市条例第７８号）第２２条第１項の規定により、下記の屋

外広告物について措置することを命じます。 

 

記 

 

１ 屋外広告物の内容 

（１）設置場所 

（２）表示内容 

（３）種類、構造等 

 

２ 措置の内容 

 

３ 措置を完了する期限      年  月  日 

 

４ 措置を命じる理由  福井市屋外広告物条例第  条違反 

 

（教示） 

ア この処分について不服があるときは、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して

６０日以内に、福井市長に対して異議申立てをすることができます（なお、６０日以内であっ

ても、この処分の日から１年を経過すると異議申立てをすることができません。）。 

イ この処分の取消しの訴えは、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して６月以内

に、福井市を被告として（訴訟において福井市を代表する者は、福井市長となります。）、提

起しなければなりません（なお、６月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年

を経過すると処分の取消しの訴えを提起できなくなります。）。ただし、この処分のあったこ

とを知った日の翌日から起算して６０日以内に福井市長に対して異議申立てをした場合には、

処分の取消しの訴えは、その異議申立てに対する決定のあったことを知った日の翌日から起算

して６月以内に提起しなければなりません。 
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様式第８号 

監  第     号 

  年  月  日 

 

 （屋外広告物表示／設置／管理者）  

                  様 

                                 福 井 市 長    印 

 

 

除   却   命   令   書 

 

 福井市屋外広告物条例（平成３０年福井市条例第７８号）第２２条第２項の規定により、下記の屋

外広告物の除却を命じます。 

なお、この命令に従わない場合には告発の措置を取ることがありますので申し添えます。 

 

記 

 

１ 屋外広告物の内容 

（１）設置場所 

（２）表示内容 

（３）種類、構造等 

 

２ 除却を完了する期限      年  月  日 

 

３ 除却を命じる理由  福井市屋外広告物条例第  条違反 

 

（教示） 

ア この処分について不服があるときは、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して

６０日以内に、福井市長に対して異議申立てをすることができます（なお、６０日以内であっ

ても、この処分の日から１年を経過すると異議申立てをすることができません。）。 

イ この処分の取消しの訴えは、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して６月以内

に、福井市を被告として（訴訟において福井市を代表する者は、福井市長となります。）、提

起しなければなりません（なお、６月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年

を経過すると処分の取消しの訴えを提起できなくなります。）。ただし、この処分のあったこ

とを知った日の翌日から起算して６０日以内に福井市長に対して異議申立てをした場合には、

処分の取消しの訴えは、その異議申立てに対する決定のあったことを知った日の翌日から起算

して６月以内に提起しなければなりません。 
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様式第９号 

監  第     号 

  年  月  日 

 

 （屋外広告物表示／設置／管理者）  

                  様 

                                 福 井 市 長    印 

 

許  可  取  消  通  知  書 

 

福井市屋外広告物条例（平成３０年福井市条例第７８号）第２０条の規定により、下記の屋外広告

物の許可を取り消します。 

つきましては、条例第１９条第１項の規定により、下記の屋外広告物を直ちに除却してください。 

記 

 

１ 取り消す許可 

 （１）許可日及び許可番号    年  月  日 第   号 

（２）許可期間    年  月  日から    年  月  日まで 

（３）屋外広告物の内容 

①設置場所 

②表示内容 

③種類、構造等 

 

２ 許可を取り消す理由 

 

（教示） 

ア この処分について不服があるときは、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して

６０日以内に、福井市長に対して異議申立てをすることができます（なお、６０日以内であっ

ても、この処分の日から１年を経過すると異議申立てをすることができません。）。 

イ この処分の取消しの訴えは、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して６月以内

に、福井市を被告として（訴訟において福井市を代表する者は、福井市長となります。）、提

起しなければなりません（なお、６月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年

を経過すると処分の取消しの訴えを提起できなくなります。）。ただし、この処分のあったこ

とを知った日の翌日から起算して６０日以内に福井市長に対して異議申立てをした場合には、

処分の取消しの訴えは、その異議申立てに対する決定のあったことを知った日の翌日から起算

して６月以内に提起しなければなりません。 

 


